
Ⅰ．背景

Ⅱ．現状
（１）水源（霞ヶ浦）の水質

　霞ヶ浦の水質は、表1より水道2,3級の基準を大幅に超しており、水道水として利用するのはもちろんのこと、環境保全の指標からも日常生活において問題があることが見て取れる。この霞ヶ浦の性質が上水道サービスに悪影響を及ぼしていることが考えられる。

	
	
	場所
	基準値

	
	項目
	掛馬沖
	湖心
	水道2.3級
	環境保全

	基準値
	化学的酸素要求量
	7,28
	7.38
	3以下
	8以下

	
	全窒素
	1.02
	1.59
	0.2以下
	1以下

	
	全リン
	0.083
	0.094
	0.01以下
	0.1以下


　　　　　表1　湖に関する基準と霞ヶ浦の現在の状況

水道2,3級；沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
環境保全；国民の日常生活において不快を感じない限度

（２）つくば市の上水道
　つくば市の上水道の水質は基準値をすべて満たしており、安全面においては問題ない (表２)。また、霞ヶ浦を水源とするつくば市の浄水施設は高性能であり、水道料金は他地域に比べ格安（一ヶ月あたりの上水道使用料金は2310円、全国平均3125円、茨城県内市町村平均4009円）である。

　しかし、つくば市の上水道には多くの問題点がある。

· 蒸発残留物の問題
「カナケ」という金属臭さの原因や味に影響を与える蒸発残留物の値が200mg/l以上であり、おいしい水の条件である30〜200mg/lという値を満たしていない。

· トリハロメタンの問題
発ガンの危険性があるトリハロメタンの浄水場出口における濃度は、0.019mg/lと高い値となっている。これは全国約5800ある上水道のうち濃度が高い方から15％程度に位置している。

· 有機物量の問題
カビ臭さの原因となる有機物量(過マンガン酸カリウム消費量)は平均値で2.0ppmと全国にある上水道のうち消費量が高い方から10％程度に位置している。

　他に、つくば市内では上水道普及率が茨城県内での85％と比べ68％と低く、つくば市では、多くの家庭が井戸水を利用している。

　この様に、つくば市では最低限の安全性を保証し、水道水を格安で提供しているが、前述の通り多くの問題点がある。そこで、つくば市の上水道の現状を市民はどのように感じているのか調べる必要性がある。

	
	上水道
	上水道基準

	鉄
	0.016666667
	0.3以下

	マンガン
	0.00183
	0.05以下

	塩素イオン
	50.6
	200以下

	カリウム・マグネシウム等（硬度）
	78.4
	300以下

	蒸発残留物
	212
	500以下

	有機物等（過マンガン酸カリウム）
	1.86
	10以下

	PH
	7.12
	5.8〜8.6

	味
	異常なし
	異常がないこと

	臭気
	異常なし
	異常がないこと

	色
	0.667
	5

	濁り
	0.05
	2

	アンモニア性窒素
	-
	−

	一般細菌
	0
	100以下

	大腸菌
	陰性
	検出されないこと

	亜硝酸性窒素
	0.33
	10以下


表２　上水道と上水道の安全基準

　　　　　　　　　　　　2001年度生活安全環境班調査結果より
（３）市民の反応

　学生と主婦を対象に行った予備調査の結果、水道水が基準値を満たし安全であるにも関わらず、主婦、学生ともに60%の人が信頼していないという結果が得られた(図1)。水道部は水質上安全と公表しているが、安全であるということが市民に行き届いていないことがわかる。水は我々の日常生活において最も重要な要素の一つであるにもかかわらず、水道水の信頼性において行政と市民の意識に不整合がある。また、霞ヶ浦の水質の悪さを問題視する声が多く、霞ヶ浦の水の悪いイメージが上水道のイメージに直結している様子がうかがえた。

　そのため市民は、浄水器の使用、スーパー等における給水サービス(カスミ等のスーパーで見られる純水の準無料提供サービス)、ミネラルウォーターの購入等の対策を取っている。

　予備調査の結果、浄水器の使用率は主婦が75％、学生が53％(図2)また、給水サービスの利用率は主婦が25％、学生が6％(図3)となり、水道水の安全性を信頼していない、あるいは水道水の味に満足できない市民が多くいることが伺える。

Ⅲ．

　市民が飲用水に求めているのは何か？

　それは既存のシステムで補われているか？

Ⅳ．予備調査の結果と考察

（１）水道水の味はどうおもわれているか

　　水道水が不味いことも我々の主観である可能性がある。そのため実際に水道水が不味いと思われているのか予備調査を行ってみた。

　アンケート結果から水道水が美味しいと答えたのが、主婦が6％、学生が2％(図４)と、一般的につくば市内では水道水が不味いと思われているのが現実である。

（２）どこに改善を求めているか

ここで問題となるのは浄水器および給水サービスの使用目的である。ただ美味しさのために浄水器やサービスを利用しているのなら、水道水の安全性は信頼でないが我慢できるということであり、一方安全のためだけなら上水道の安全性は全く信頼できないということである。

　予備調査を行った所、浄水器を利用していると回答した人のうち、主婦の20%が美味しさ、80％が安全性を求めて浄水器を使用していることが分かった。また学生の 44%が美味しさ、54％が安全性 を求めているという結果であった(図５)。一方、給水サービスを利用していると回答した人のうち、主婦の67%が美味しさ、33％が安全性を求めて給水サービスを利用していることが分かった。また学生の67％が美味しさ、33％が安全を求めているという結果であった(図６)。

　この結果から以下のことが分かった。

· 上水道が基準を満たし安全であるにも関わらず、安全性を求めて浄水器を利用する人が多い。特にこの傾向は主婦において顕著に現れている。

· 給水サービスを利用すると回答した人は美味しさを重視するといった人が多い。そこから市民は安全だけでなく、水の美味しさも重視していると読みとれる。

　しかし、予備調査では安全性と美味しさのどちらを重視するのかを聞いただけであるので、“安全性を重視しているが、美味しさも重視している”“安全性だけを重視している”といった美味しさと安全性の関係性に関する情報が不足している。しかし、浄水器や給水サービスが利用されていること、その理由から、水道水の安全性または美味しさに不満があることは明確である。つまり安全で美味しい水（例ミネラルウォーター、水の宅配サービスなど）の重要性は増している。安全性を満たしながら美味しさを追求するには、どのようにすれば良いか調査する必要性がある。

（３）安全で美味しい水を求めて

　水道水を提供する側は安全性を重視せざるを得ない。つくば市においても水道部は安全性を重視しており、美味しさに関しては全くの無関心である。(現に水道部にヒアリングを行った結果、”安全基準を満たしている”の一点張りであった)つまり水道部の見解は“水道水がおいしくある必要性はない”、“美味しさよりも安全性が優先される”ということである。

　次に安全で美味しい物といえば、上で述べた様にミネラルウォーターである。ミネラルウォーターの市場は年々拡大しており、今後も拡大していくことが予想される(図７)。この傾向は、水があって当たり前の物から、お金を出してまで買う嗜好品になっていることが原因であると考えられる。ミネラルウォーター市場は、水が安全なことはもちろん、美味しさやブランドが重視され販売されている。このようなブランド化や美味しさの差別化によって、ミネラルウォーター市場が成功しているといえる。

　つまり生活におけるすべての水をミネラルウォーターにすれば、
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　　　　　図７　ミネラルウォーターの市場推移

安全性、美味しさにおいて市民の意向を完璧に満たすことができる。

　だが大きな問題として、コスト面の問題がある。生活していく上で不味い安全な水は我慢できる。しかし金銭面には限度があり、嗜好品を追い求め続けることは困難である。すべての生活水をミネラルウォーターにすることは相当裕福でない限り不可能である。たとえ飲料水だけをミネラルウォーターにしても、不可能ではないにしても、経済面に大きな影響を与えることにかわりはない。

　つまり市民にとって必要なのは、安全でありながら美味しい水、しかも身近な(距離的に近く、コスト面においても利用し易い)水である。
↓

美味しさ・安全性・コスト・即地性の4つの要素を

兼ね備えた飲料水の形を探し、提案する

Ⅴ．新システムの構築

（１）既存の水利用システムにおける４つの要素

　以下に各設備における特徴を示す。

· 水道水・・・安全、不味い、安い、即地性が高い。

· 浄水器・・・より安全、美味しい？、高い、即地性が高い

· 給水サービス・・・とても安全、美味しい？、安い、即地性が低い

· 湧き水・・・安全ではない、美味しい、安い、即地性が低い

· ミネラルウォーター・・・とても安全、美味しい、高い、即地性が低い

　残念ながら今回の予備調査では浄水器や給水サービスが美味しいということを示すには不十分であった。しかし給水サービスは純粋にする装置である場合が多いので、美味しくないであろう。また浄水器は浄水を奇麗にし、安全性を高めるだけで美味しくはないであろう。これらについては今後調査する必要性がある。

　湧き水は安全でないということは2003年度の生活安全環境班の結果から導きだした物である。採取してきた三カ所すべてから基準値以上の一般細菌、大腸菌が検出された。一方美味しいという根拠は、湧き水のネームバリューやブランド化である。多くの企業は“○○山でとれた水”や“○○地方の雪解け水”といったことをうたい文句として商売している。このような商売が成り立っているのは消費者が湧き水(例えば六甲山の湧き水、富士の湧き水)美味しいと思っているからである。湧き水の水質が浄水等とあまり差がなくとも、これらの理由により湧き水は美味しいと感じてしまうのである。(湧き水は化学的処理を行わないので余分な化学物質がなく、化学的にも美味しいといえる)
　これらの各設備の特性を考慮すると新しいシステムの形を考えることができる。以下に特徴とシステムの例を示す

（２）新(改善)システム例の提示

· 新システム（浄水機能の向上）

　水道水の安全性向上・水道水の美味しさ向上？・コスト増加・即地性変化なし。

　オゾン殺菌により、残留塩素の発生最小限におさえることができ、トリハロメタンの危険性も減少する。しかしオゾン殺菌システムの導入によるコストの増大は否めない。

· 新システム（霞ヶ浦の美化）

水道水の安全性向上・水道水の美味しさ向上？・コスト増大・即地性変化なし

　つくば市の原水を奇麗にすることにより安全性と、美味しさを確保しようという提案である。原水を改善することは水道だけでなく、水産業や工業、生活環境といった様々な面で便益が生まれることが予測される。しかし、この事業を行うのに、どのようにしてお金を集めるのかが問題となる。このような事業のお金の大部分を税金が占めることが予測され、間接的ではあるが、水道にかけるコストが上昇するといえる。

· 新システム（安全性をもっとアピール）

　上水道の安全性・美味しさの現状維持、コスト増大？、即地性変化なし

　現在の水道水は基準値を満たしており安全である。たとえ不味いといえども何年も使い続けたら慣れてしまうであろう。上水道の安全性や、つくばの浄水施設のすばらしさを市民に強く訴え、信頼さえ勝ち取れば無駄なことをする必要性はない。これらを宣伝、広告していく費用を誰が負担するかが問題であるが、上記の2つの案に比べれば大幅にコストを削減できるといえる。

· 新システム（給水サービスの積極利用促進）

　給水サービスの安全性・美味しさの現状維持、コスト増大？、即地性変化なし

　上の水道水と同じことがいえる。給水サービスのポイント制や、水のブランド化、宣伝等の対策が考えられる。この場合もまた、費用が誰が負担することが問題であるが、おそらく提供側が負担するであろう。提供する側は、このシステムの導入による損益を十分に考慮した上で、導入するか否かを決定するであろう

· 新システム（水の配達サービス）

　美味しい、安全、コスト高い？、即地性高い？

　生協や、、などが行っている宅配サービス、または類似のサ　　ービスである。しかし、ここに至るまでには多くの問題を解決する必要性がある。これらの問題点を以下に示す。

1 どのような水を使用するのか

2 どのように配達を行うのか

3 容器はどのようにするのか

4 安全性をどのようにして確保するのか

5 利用する人はいるのか

等の問題点が挙げられる。

　この様に新システムを構築するにはまだまだ資料不足であることを否めない。今後一つ一つしっかり調査していく必要性があると考えられる。

Ⅵ．今後の展開

　

Ⅶ．参考文献・ホームページ

